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SUMMARY 

 

The Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legality of 

the use and the threat of nuclear weapons on July 8, 1996, was a historic achievement in 

the history of debates on the legality of nuclear weapons. It drew great attention of 

academics, governments, and civil society organizations and is now recognized as an 

important milestone for those who are interested in the issue of nuclear weapons. 

However, this does not mean that the Opinion concluded the debate on the legality of 

nuclear weapons. Rather, it stimulated further discussions and created new problems on 

the issue of the legality of nuclear weapons. This article is intended to examine the 

Opinion in order to identify the polemics that concern the very normative framework of 

current international society. The main focal point is the jus cogens character of 

international humanitarian law, which the Court avoided. In so doing, this article 

identifies the confusion in the Opinion and among the Judges about the relationship 

between jus in bello and jus ad bellum applied to the use and the threat of nuclear 

weapons. The article also argues that the notorious concept of “an extreme circumstance 

of self-defence, in which the very survival of a State would be at stake” was an 

unfortunate result of sterile understanding of the relationship between law and politics. 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

  1996年 7月 8日に国際司法裁判所（ＩＣＪ）が出した核兵器の使用及び威嚇

の合法性に関する勧告的意見は、多くの人々の注目を集めた画期的なものだっ

た。ＩＣＪの歴史上類をみない数の政府が意見陳述に参加し、実際に政府代表

を務めた者を含む国際法学者の間の議論も高まった。本稿はこの問題をめぐっ

て展開された議論を総覧し、ＩＣＪの勧告的意見の問題性を指摘するものであ

る。それにあたって本稿が着目するのは、ＩＣＪによって判断を回避された国

際人道法の強行規範（ユス・コーゲンス）性という論点である。なぜならその

点が、多くの国際法学者が指摘するＩＣＪ勧告的意見における jus ad bellum（武

力行使に関する法）と jus in bello（武力紛争に適用される法）の関係をめぐる問

題の背後にあると考えられるからである。1本稿はそうすることによって、国際

法学的観点からＩＣＪ勧告的意見によって何が表明されたと言えるのかを慎重

に見極めつつ、それが国際関係における規範という大きな視野の中で持つ意味

を探る。その際に筆者が別の機会に探求した国家主権論と国際的規範の関係が、
2この核兵器使用・威嚇の合法性の問題において政治と法という対立図式の中で

浮き彫りになったことが指摘されるだろう。 

まず第一節において、問題の背景としてユス・コーゲンスの概念、そして jus ad 

bellumに対する jus in belloとしての国際人道法の内容を検討する。次に第二節で、

ＩＣＪ勧告的意見で表明されたことを確認する。さらに第三節においては、特

に問題となった勧告的意見主文（２）Ｅ項をめぐって国際法上問題となる jus ad 

bellumと jus in belloの問題を、勧告的意見が暗示する政治と法の対比関係の視点

から考察し、その問題が国際人道法の強行規範性という論点と結びついている

という見解を提示する。第四節では、国際人道法の強行規範性に留意しつつ、

勧告的意見から導き出される結論をＩＣＪとは異なる法的・政治的文脈で解明

することを試みる。本稿は勧告的意見の推論にそって議論を進めるが、その注

釈を目指すものではない。しかしある特定の政治的主張をもってそれを批判す

るものでもない。本稿の主要テーマは、あくまでも国際法体系における人道主

義の強行規範性という論点から、勧告的意見を分析するものである。3 
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１１１１    ＩＣＪ勧告的意見ＩＣＪ勧告的意見ＩＣＪ勧告的意見ＩＣＪ勧告的意見 

 

ＩＣＪに対して 1993 年 5 月 14 日に世界保健機構（ＷＨＯ）によって、1994

年 12 月 15 日に国連総会によって、核兵器に関する勧告的意見を求める決議が

採択された。これらの決議採択をめぐってはＮＧＯと非同盟諸国の連携、それ

に対抗する欧米諸国との駆け引きが展開されたが、それは核兵器の問題をめぐ

って国際社会が大きく二分されていることを物語るものであった。勧告的意見

は、そうした極めて「政治的」状況の中で要請されたのである。そのため勧告

的意見表明を回避するべきだとの見方も根強かった。4質問が「政治性」を帯び

ているとの理由で法的判断を回避することはできないとし、13 名のＩＣＪ判事

が勧告的意見表明を支持した。その結果、この「政治性」の問題は、実は勧告

的意見の内容そのものに大きく反映されることになった。本節ではその点を勧

告的意見主文にそって分析していく。 

ただし勧告的意見の内容を検討する前に確認しておくべきは、ＩＣＪに出され

た質問の性質である。ＷＨＯと総会の質問はほぼ同じ内容ではあるが、厳密に

はやや異なったニュアンスを持っている。ＷＨＯからの質問は、「健康及び環境

への影響という観点から、戦争又は他の武力紛争において国家が核兵器を使用

することは、ＷＨＯ憲章を含む国際法上の義務の違反となるか」というもので

あり、総会からの質問は、「核兵器の威嚇又は使用は、いかなる状況においても

国際法上許容されるか」というものであった。前者が「健康及び環境への影響」

に着目し、国際法上の義務の中で特にＷＨＯ憲章に言及していることは、ＷＨ

Ｏという組織の性格から当然だったろう。それに対して総会からの質問はより

一般的な形での質問となっている。だがそれに付随して生じた重要な相違は、

ＷＨＯの質問が「戦争又は他の武力紛争において国家が核兵器を使用すること」

という問題設定をしているのに対し、総会の質問の内容が「核兵器の威嚇又は

使用」と広げられていることである。前者においては、その表現から適用され

るべき国際法が、武力紛争に関する国際法、つまりいわゆる国際人道法と呼ば
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れるものであることが示唆されているのに対し、後者はそれを当然含みながら

あらゆる国際法規則が検討の対象となるべきことを示している。ＩＣＪは最終

的にはＷＨＯからの質問に対しては、ＩＣＪが管轄権を有していないとして勧

告的意見を与えることを拒み、総会からの質問のみに答えるという決定を下し

た。5おそらくこの判断は法的に言えば妥当であったと思われるが、結果として

アプローチの視座に微妙な変更がもたらされることになった。ＷＨＯの質問に

おいては、核兵器が国際人道法との関係でどのように評価されるかが問題にな

るはずであった。しかし総会の質問において核兵器と国際法全体との関係が問

われることにより、国際法の中で国際人道法がどのように位置づけられるのか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という問題が重要なものとなったのである。この点は本稿の主題と関わるもの

であり、後にまたふれることになろう。 

さてＩＣＪは総会からの質問に対して出した勧告的意見において、まず主文

(dispositif)（１）において総会の要請に答える義務を認定し、さらに主文（２）

において総会の質問に対する返答を試みた。本稿が検討対象とするのは、勧告

的意見の実体的側面をなす主文（２）である。以下で主文（２）の各項目の内

容を一つ一つ確認していく。しかし本稿はそれらに関連するあらゆる問題を包

括的に論じることを目的とはしていないので、主文（２）全体の意味内容を確

認しつつ、本稿の主題である国際人道法の強行規範性という視点から問題にな

る部分を特に考察していくことにする。 

 

核兵器の合法性に関する国際法規の不存在 

主文（２）はＡからＦまでの６つの項目から成る。Ａは全員一致で、以下のよ

うに述べる。「慣習国際法においても条約国際法においても核兵器の威嚇又は

使用を特定的に認可する(authorize)ものはない。」つまり核兵器の威嚇・使用が合

法だと明示する国際法規はないということである。この一文が全員一致で採択

されたのは、あるいは当然のことかもしれないが、しかしある一定の重要性を

持っている。これは決して核兵器に関する国際法規が存在していないことを意

味しない。それどころか核不拡散条約、核実験禁止条約、種々の非核地帯条約

など、核兵器を対象にした国際法規は多く存在する。これらの国際法規の存在
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と、核兵器保有国の実践によって、核兵器の威嚇・使用が慣習的に合法化され

ているとする見解は、学説上存在する。しかしＩＣＪはこの（２）Ａ項によっ

て、「特定的」という留保をつけながら、事実上そうした見解に否定的意見を提

示したわけである。 

このことが意味するのは、核兵器の違法性が立証された場合、核関連の条約は

その意味を変質せざるをえないということである。一連の核関連条約の存在だ

けでは核兵器の合法性は保証されないということは、理論的に言えば、通常の
、、、

条約の上位に位置する
、、、、、、、、、、

法規範によって核兵器の違法性が証明されうる
、、、、

というこ

とを意味する。つまり 1969年「条約法に関するウィーン条約」の論理にしたが

えば、「強行規範（ユス・コーゲンス：jus cogens）」性を持つ法規によって核兵

器が違法とされた場合、核兵器の合法性を前提にした条約は無効となる。6もっ

とも現存しているのはあくまでも核兵器の保持や実験に関する条約だけであり、

核兵器の威嚇・使用に関する条約は存在しないということは指摘しておくべき

だろう。しかしいずれにしても一連の核関連条約によって現存の核保有国によ

る核兵器の威嚇・使用が合法だと推定できるとの議論は、ひとたび違法性を認

めるユス・コーゲンスが「認定」もしくは「発見」されれば、崩壊するもので

しかない。 

実際にそうした事態を引き起こしかねない国際人道法の強行規範性という点

については、ＩＣＪは判断を回避した。しかし一連の核関連条約の存在だけで

は核兵器の威嚇・使用の合法性を保証しないということは、少なくとも理論的

には違法性を示すユス・コーゲンスが存在しうる
、、、

ことを意味するはずである。 
 

核兵器の違法性に関する国際法規の不存在 

主文（２）Ｂ項は、あるいは同じように見える内容を逆の視点から述べている。

11対 3で採択されたＢ項によれば、「慣習国際法においても条約国際法において

も、核兵器の威嚇又は使用それ自体を包括的かつ普遍的に禁止するものは存在

しない。」これも核兵器の威嚇・使用禁止条約といったものがない以上、しかも

原爆が広島と長崎に投下されたまま誰にも何の責任も問われていない以上、あ

る意味では当然のことのように見えるかもしれない。またＡ項と同じことを逆
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の視点から言ったにすぎないようにも見える。しかしここで 3 人の判事が反対

意見を表明したように、Ｂ項は決して何の論点もない文章ではない。というの

はＩＣＪに意見陳述を行った国々の多数派は、幾つかの国際法規が核兵器を禁

止していると主張していたからである。7 

国際人権法と国際環境法がすでに核兵器の威嚇・使用を禁止しているとする見

解もある。8しかしそれ以上に有力なのは、一連の国際人道法の諸規定が核兵器

を禁止しているというものである。9たとえば日本の「原爆裁判」が、その鑑定

人となった 3 名の国際法学者とともに、広島・長崎に対する原爆投下を国際法

違反としたのは、そうした人道法規のゆえであった。10あるいはかつてシュワル

ツェンバーガーが核兵器の違法性を主張したのも、人道法の一部である毒ガス

議定書に依拠してのことであった。11人道法の中核部分が慣習法となって非条約

加盟国をも拘束することは、今日では広く諸国の政府や国際法学者によって認

められている。もちろんいかなる国際人道法も核兵器を明示的には禁止してい

ない。 

したがってこのＢ項の文章は、国際人道法と核兵器使用が少なくとも常に矛盾
、、、、

するものではない
、、、、、、、、

ことを含意している。あるいはそれが極めて難しいとしても、

理論的には両立する余地があるとＩＣＪが判断したことを意味している。果た

してどのようにして両立しうるのかは明らかではない。しかしいずれにしても

核兵器は、特に限定的に使用された戦術核兵器は、盲目的な殺戮兵器ではない、

という英米などの核保有国の主張を考慮したと推察できる余地を、このＢ項は

持っているわけである。12 

 

核兵器と jus ad bellum 

主文（２）Ｃ項は核兵器使用と武力行使に関する法、jus ad bellumとの関係を

述べたものである。ＩＣＪは全員一致で次のように言う。「国際連合憲章第 2条

4 項に違反し、第 51 条の全ての要件を満たさない核兵器による武力行使又は威

嚇は、違法である。」まず憲章第 2条 4項に違反する武力行使が違法であること

は今日ユス・コーゲンスの地位を与えられている規範であり、これを逸脱する

ことは少なくとも同じユス・コーゲンスの地位を持つ他の規範に依拠する場合



 ― 8 ― 

でなければあり得ない。そこで問題となるのは、第 2 条 4 項が最初からその適

用外としている自衛権を規定する第 51条である。 

自衛権とは武力行使を受けた国が自衛のために武力を行使する権利であり、こ

れは国連憲章以前から認められた法規だとされている。ただし自衛のためとい

う名目であればいかなる武力行使も許されるわけではない。国際法上違法な兵

器を用いることは自衛の場合であっても許されない。また自衛には必要性と均

衡性の二要件を満たすことが慣習国際法上要求される。必要性とは武力行使に

訴える以外に自衛の手段がないという要件であり、均衡性とは受けた武力行使

に対して均衡のとれた形で自衛権を行使するという要件である。ＩＣＪは復仇

の問題も均衡性の原則によって規律されると述べている。13 

Ｃ項に関して全員一致となったＩＣＪの判事の中には、必要性と均衡性の原則

を満たせば核兵器使用は合法であると考える者と、それらの原則を満たすこと

は不可能であるので核兵器使用は違法であると考える者とが混在している。し

たがって jus ad bellumの解釈の余地をどのように考えるかによって、つまり核兵

器は必要性と均衡性の原則を満たす形で使用されうると考えるかどうかによっ

て、全員一致で採択されたＣ項にもかかわらず、核兵器使用それ自体の合法性

に関する異なった判断が生まれてくるわけである。 

 

核兵器と jus in bello 

続くやはり全員一致で決せられたＤ項において、ＩＣＪは武力紛争に適用され

る法、jus in belloの観点から次のように述べる。「核兵器の使用又は威嚇は、武

力紛争に適用されうる国際法、特に国際人道法の諸原則や諸規則の諸要件、な

らびに核兵器を明文で扱う条約その他の約束の下での特定の諸義務との要請と

も両立するべき(should)である。」果たしてこの「べき」から何を汲み取るべきか

は必ずしも明らかではないが、少なくとも多数決によって jus in belloに反する

核兵器使用が違法であるという判断をＩＣＪは下したのだと言える。もっとも

直接的に jus in bello違反の核兵器使用は違法だとの表現にしたならば、核兵器

使用合法論者の判事の離反が起こり、全員一致は得られなかったかもしれない。 

「核兵器を明文で扱う条約その他の約束」に違反してはならないことは条約法
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の観点から当然であると思われるので、Ｄ項で論点になるのはやはり核兵器と

武力紛争に関する法、国際人道法と核兵器使用・威嚇の関係
、、
である。ＩＣＪは

jus ad bellumほどに強くではないが、しかし極めて明確に jus in belloが核兵器使

用に関して適用されることを宣言した。Ｄ項におけるその点の確認によって、

当然核兵器の使用・威嚇は違法となるとの結論に達する判事たちは、「包括的か

つ普遍的」に国際法は核兵器を禁止すると考えてＢ項において反対票を投じた 3

人である。しかしその一方において、その他の残りの判事たちは、国際人道法

が適用されても核兵器使用は少なくとも「包括的かつ普遍的」には禁止されな

いと考えたわけである。なぜだろうか。 

その中には種々の意見がある。一つは jus ad bellumでの必要性の原則が国際人

道法における違法性を阻却する（ギョーム判事）もしくは違法性を論証できな

くする（フライシュハウアー判事）という見解である。これは多くの学者の厳

しい批判の対象になっている。14もう一つは核兵器が国際人道法に違反しない形

で使われうるとの見解である。実際のところアメリカとイギリスは意見陳述に

おいて、戦術的に開発されて使用された核兵器は、特に市民の居住地区以外で

使用された場合、国際人道法に違反しないと主張した。シュベーベル副裁判長

（アメリカ出身）とヒギンズ判事（イギリス出身）はそうした主張を支持して

いるようである。もちろんその場合でもある程度の非戦闘員や環境への被害は

予想されるが、期待される軍事的利益に比して違法とは言えない程度におさま

りうるというのである。こうした見解は、実際にそのような状況がありうるの

かという疑問は別にして、少なくとも理論的には、核兵器使用の合法性の余地

を認めることになる。これらの諸見解の複雑な関係が、多くの議論の対象とな

ったＥ項での混乱の原因となる。 

 

一般的違法性 

Ｃ・Ｄ項の jus ad bellumと jus in belloの検討を通じて、ＩＣＪはＥ項前段にお

いて次のような判断を示す。「上記の諸要件から核兵器の威嚇又は使用は武力

紛争に適用されうる国際法の諸規則、特に国際人道法の諸原則や諸規則に一般

的に反するだろう(would generally be contrary to)ということになる。」この極めて
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曖昧で慎重な前段の文章は、後段と一体のものとして票決に付され、７対７の

同数の後、裁判長の決定投票で採択された。完全に半分に割れた判事たちが採

択したこの曖昧な文章は、あるいは厳密な意味で法規範を表明したものとは言

えないかもしれない。ここで用いられている「It follows from the above-mentioned 

requirements」という表現は、この文章がここまでの観察から当然論理的に導き

出されると言おうとしているかのようだ。だが分裂した票決は、その論理的推

察がＩＣＪの判事をもってしても全く明快ではなかったことを物語る。もちろ

んそれだからこそ、このＥ項の背景に根深い法的かつ思想的対立を読み取るこ

とができるわけでもある。 

ＩＣＪが「一般的に」という表現で何を意味しているのかについての詳しい説

明はない。しかしおそらくはＤ項で示された諸要件を核兵器使用・威嚇が満た

すことが極めて困難であるとの認識が、この表現につながっているだろう。具

体的に国際人道法のどの規定がここで想定されているのかについての説明はな

い。しかし主として「差別の原則」と「不必要な苦痛の禁止の原則」が適用さ

れているのだろうということが、理由づけの議論から推論できる。15Ｂ項で核兵

器使用・威嚇は「包括的かつ普遍的に」違法だと考えた３人の判事（彼らはＥ

項には反対票を投じた）とこのＥ項前段に賛成票を投じた７人の判事たちによ

って、核兵器の使用・威嚇と国際人道法は少なくともほとんど
、、、、

両立不可能だと

認められた。しかしＩＣＪは、Ｅ項後段によって、この両立不可能性に例外が

あること、つまり「包括的かつ普遍的」ではないことを容認した。16この留保が

「一般的」という表現になっていると見られる。「一般」があれば必ず「例外」

があるからである。 

 

自衛の極端な状況の例外 

  勧告的意見において最も批判を集めたのが、Ｅ項の後段である。それは次の

ような表現になっている。「しかしながら、国際法の現状から見て、また確認で

きる事実の要素から見て、核兵器の威嚇または使用がある国家の生存そのもの

が危機に瀕しているような自衛の極限的状況において(in an extreme circumstance 

of self-defence, in which the very survival of a State would be at stake)合法であるか
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違法であるかを、裁判所は明確に決することができない。」司法裁判所としては

驚くべき率直さで法的判断の限界を告白したこの一文は、勧告的意見の最大の

特徴を表現するものとしてみなされ、またそれゆえ多くの批判を集めてきた。17

本稿は以下の諸点をＥ項後段から読み取れる特徴として指摘しつつ、このＩＣ

Ｊ勧告的意見主文（２）Ｅ項後段が、ある特定の「国家」観もしくは法と政治

の関係の認識から生まれたものであると論じる。 

第一にわかるのは、Ｅ項前段がいわば「法的推論」によって導き出されるもの

を示した形になっているのに対して（事実上半分以上の判事はその推論に納得

しなかったのだが）、後段がそうした「法的」なものに対比されるものとしての

「現在の状況」や「事実の諸要素」を考慮した結果という構図になっているこ

とである。具体的には何もＩＣＪは例示しないが、そうした「現在」や「事実」

への言及は、核抑止論への信奉や長年の核兵器製造・所有の実践あるいは新型

核兵器の開発などの政治的事情を暗示していると考えられる。つまりＩＣＪは

法的推論と事実・現実・政治を相対立するものとして提示し、それによって一

般的原則と例外との関係を説明したのである。Ｅ項の前段と後段は全く異なる

結論を総会の質問に対して与えることになるが、それは法と政治の間の矛盾に

よって起こるのだと、ＩＣＪの勧告的意見は言っているように見える。 

第二に、この政治性への法的推論の屈服によって、「国家の生存そのものがか

かっているだろう自衛の極端な状況」という国際法では新奇な概念が導入され

た。この概念については全く国際法になじまないものだとの批判が強くなされ

ている。18核保有国ですらこのような主張をほとんどしていない。19この国際法

では新奇な概念によって、いわば勧告的意見に「非」国際法的部分が作り出さ

れた。それが「一般的」違法性の抜け穴としての「例外」が位置づけられた法
、

的には真空の場所
、、、、、、、、

である。そしてこの真空の場所を措定することによって、完
、

全合法と完全違法の間
、、、、、、、、、、

に作り出された「一般的」違法性
、、、、、、、、

という説明が成立した。

この「非」国際法的概念の導入は極めて意図的だったと推察できる。20それは結

論的な語句を挿入するという分裂したＩＣＪ判事たちには困難な作業を、かろ

うじて可能にするための措置だった。法と政治の間の矛盾という構図が、その

困難を可能にするための論理であった。 
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第三に、その結果としてＩＣＪが「現在」と「事実」を構成する政治的世界を

象徴するものとして考える「国家」が、例外をつくりだすことができる究極的

な存在として現れることになった。21このＥ項の前段と後段から読み取れるもの

は、法的規範は国家による政治的実践を完全には屈服させることはできない、

という態度である。あたかも 19世紀伝統的国際法時代にドイツを中心とする国

家法哲学で概念化された擬似有機的実体としての主権国家の絶対性への信奉が、

現代ＩＣＪの勧告的意見に「非」国際法的な政治的世界の代表として現れたか

のようである。しかしダニエル・ワーナーが指摘しているように、国際政治学

の分野ではこのような国家観は次第に時代遅れのものになりつつある。22また国

際法の分野においても、国際人道法の専門家たちが、フライシュハウアー判事

の見解を第一次世界大戦後に否定されたドイツ帝国の「戦争理性(Kriegsraison)」

の論理に通じる「ヘーゲル的」で「危険なもの」だと非難している。23 

第四に、「自衛の極端な状況」という例外規定は、jus ad bellumに関するもの

であると思われる。Ｅ項を一読すると、「自衛の極端な状況」になると jus ad 

bellumにおける違法性阻却事由が jus in belloにおける違法性阻却事由ともなる

と言っているように見える。つまり jus ad bellumが jus in belloを凌駕すると言っ

ているように見えるのである。フライシュハウアー判事は個別意見において、

それを率直に認めてしまったかのようである。だがこれに対してはベジャウィ

裁判長が、「自衛の極端な状況」における核兵器使用・威嚇であってもやはり jus 

in belloに合致しなければならないと釘をさしている。フライシュハウアー判事

の見解は、jus ad bellumと jus in belloの二つを別個の法体系とみなし、二つの領

域における要件を満たさなければ合法性は証明されないという国際法上の原則

を逸脱するものである。これに対して法的一貫性を保つための唯一可能な解釈

は、ヒギンズ判事が述べたように、「自衛の極端な場合」が jus in belloにおいて

比較衡量の対象としての軍事的必要性を構成するとするものである。 

第五に、したがってヒギンズ判事の解釈から、国家理性論とは異なる解釈が勧

告的意見から引き出されることになる。「自衛の極端な状況」においてもやはり

jus in belloが適用されるとすれば、後段は単に jus ad bellumにおける自衛権が、

核兵器使用・威嚇の場合にはより厳格に、必要性と均衡性の原則にのっとって
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適用されるということを意味するにすぎなくなるだろう。そうなると前段の jus 

in belloによる「一般的」違法性の意味が重くなる。ＩＣＪは明示的には例外的

事態を示さなかったということになり、原則禁止としての意味が増すからであ

る。この場合、「一般的」というのは、単に理論的に国際人道法と合致する合法

的使用の可能性を抽象的な形で完全に否定することはしないというだけの意味

になるだろう。 

 

交渉を遂行し完了する義務 

  ＩＣＪは勧告的意見を異例の一種の政治的アピールで結んだ。全員一致の主

文（２）Ｆ項は以下の通りである。「厳格かつ実効的な国際的管理の下でのあら

ゆる面での核軍縮に導く交渉を、誠実に追求し、完了させる義務が存在する。」

この一文に国際司法裁判所の勧告的意見として何らかの法的意味があるのかは

疑問である。「完了させる義務」に言及したという点で評価する者がいないわけ

ではないが、そうした政治的アピールの有無によってＩＣＪが評価されるべき

とは思えない。この一文は、Ｅ項においてＩＣＪが露呈した、あるいは逃げ込

んだ、法と政治の間の陥穽を、全面核軍縮条約が埋めてほしいという期待を表

明したものにすぎないと言うべきだろう。24ただしそのような条約が生まれれば

もはやＩＣＪの勧告的意見も必要ではなくなるわけだから、ＩＣＪがいかに国

際「政治」を抗いがたい壁として認識しているかが窺い知れる。 

 

２２２２ 国際人道法と核兵器国際人道法と核兵器国際人道法と核兵器国際人道法と核兵器 

 

すでに見たように勧告的意見は核兵器をめぐる国際法規範に重大な示唆を与

えながら、最後には法と政治の間にその姿を隠してしまうことになった。結果

として、核兵器使用・威嚇はどの程度まで合法なのか違法なのかという問題は

解決されないまま残った。勧告的意見主文にそっても、二つの微妙に異なった

解釈が与えられる。一つは、核兵器は法的推論を行えば国際法規と合致しない

ように見えるが、「自衛の極端の状況」において使用されるのであれば、そうし

た法的議論を逸脱することが許されるという見解である。第二は、核兵器使用・
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威嚇は jus ad bellumの観点からは「自衛の極端な状況」という通常の武力行使よ

りも厳しい規準でその合法性を審査せざるをえない。また jus in belloの観点か

らすれば、合法的な使用の場合を想定することは著しく困難である。ただし核

兵器が明示的に禁止されておらず、抽象的なレベルにおいてあらゆる核兵器の

使用・威嚇が必ず違法となるとは断言しにくいので、具体的事例において違法

性が確定されなければならない。 

つまり第一の見解によれば、核兵器使用・威嚇は事実上ほとんど合法とみなし

てよいという含みがある。核兵器が使用されるのはいずれにしても国家が自衛

の状況にある場合だろうから（そうでなければ憲章第 2条 4項違反となる）、核

兵器使用・威嚇を違法と確定できる事態は想像しづらい。なぜなら国家の自己

判断による「自衛の極端な状況」の認定という jus ad bellumの特別論理で、jus in 

bello の違法性が阻却されてしまうからである。第二の見解は、核兵器使用は常

に国際人道法に合致しなければならないというものである。軍事的必要性も認

められはするが、それはあくまでも国際人道法における違法性の阻却事由にす

ぎず、厳しく審査されなければならない。 

このような相違を見たとき、核兵器使用・威嚇の合法性に関する議論の焦点が、

国際人道法の強行規範性の有無にあることがわかる。ＩＣＪはこの論点につい

て意図的に判断を避けたが、しかしそれは決して簡単に看過できるものではな

いと思われる。なぜなら jus ad bellumが jus in belloに優越するかどうかが勧告的

意見での一つの論点であったが、その問題への回答は、国際人道法の強行規範

性の有無によって左右されるからである。もし強行規範性があるのであれば、

教条的な国家主権概念が国際人道法を自由に蹂躪できるかのような見解を防ぐ

ことができるのだからである。25 

国際人道法の強行規範性については、幾つかの国がＩＣＪに提出した意見の中

で主張したものであり、26勧告的意見もこれを完全に無視したわけではなかった。

しかしＩＣＪは以下のように述べて判断を回避したのである。 

「（幾つかの諸国の）陳述書において人道法のこれらの諸原則と諸規則が 1969

年 5 月 23 日ウィーン条約法条約第 53 条に規定されたユス・コーゲンスの一部

であるとされた。ある規範がユス・コーゲンスの一部であるかどうかという問
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いは、その規範の法的性格による。当裁判所に総会によってなされた要請は、

核兵器に訴えた場合の人道法の諸原則と諸規則の適用可能性と核兵器に訴える

ことの合法性に対してその適用可能性が導き出す結果についての問題を提起し

た。しかしそれは核兵器使用に適用されるだろう人道法の性格についての問題

を提起していない。したがって当裁判所がその事柄に関して述べる必要はな

い。」27 

おそらくＩＣＪの見解は、この部分だけをとってみれば、反論の余地のないも

のかもしれない。28確かにまずもって重要なのは国際人道法が適用されたとき核

兵器使用の違法性がどのように判断されるかということであり、国際人道法が

ユス・コーゲンスであるかどうかは二次的な論点でしかないように思われる。

しかしすでに見たように、ＩＣＪが主文（２）Ｅ項において導き出した結論か

ら逆に考えてみるならば、この問題は決して二次的なものではない。なぜなら

そこで問われたのは、果たして「自衛の極端な状況」が国際人道法からの逸脱

を正当化する理由になるかどうかであったからだ。29もし自衛権行使の延長とし

てこの表現を捉えつつ、逸脱が正当化されるならば、jus ad bellumに対して jus in 

bello が劣位に置かれることになり、ガーダムが危惧するように国際人道法は核

兵器使用に関して無に等しくなってしまう。30 

国際人道法が核兵器使用に関しても適用されることは、核保有国によってすら

認められていることである。アメリカもイギリスも国際人道法が核兵器に適用

されないとは主張しなかった。ただ核兵器が国際人道法違反とならないような

形で使用されうると主張していたのである。勧告的意見の主文（２）Ｅ項が持

つ最大の危険性は、このような核保有国ですら認めた国際人道法の普遍的適用

可能性を逸脱する余地を解釈的に与えてしまうことにある。イギリス政府代表

部の一員としてＩＣＪでの意見陳述に加わったグリーンウッドは、フライシュ

ハウアー判事の見解を批判し、そのように国際人道法の逸脱可能性を国家主権

の拡大解釈から認めることはドイツの戦争理性論にもつながると警告した上で、

次のように述べている。 

「しかしながら、裁判所はこのような種類のいかなるものをなすことも意図し

ていなかったようである。われわれが見たように、意見の主要部分は武力行使
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に関する法と国際人道法の諸原則との関係について正統な見解をとっている。

さらに上記の理由により、段落２Ｅの前半部分は核兵器のあらゆる使用が人道

法に反すると仮定しているものとして読まれるべきではない。裁判所はしたが

って核兵器使用が、ある種の状況に置いては、jus in belloと両立しうるかもしれ

ないという可能性を残したのだ。…それゆえその段落の後半部分を jus in bello

に対立するものとして jus ad bellumを定立したものとして読む必要はない。」31 

国際人道法をユス・コーゲンスの一部であると表明するにせよしないにせよ、

国際人道法を安易に無視され得ない法規範であるとすることは、核保有国です

ら認める今日の国際法体系の重要原則なのである。したがって勧告的意見が国

家理性論の人道法に対する優越を認めたとして解釈することは、慎まなければ

ならない。核兵器の合法性の問題を核保有国と非保有国の間の政治的駆け引き

に還元してしまうとき、国際人道法の強行規範性の重要性が見失われてしまう。

法と政治を安易に対立させ、将来の核軍縮に望みを託す以外には、問題を理解

する方法がないという結論に陥ってしまう。核保有国が国際法上の原則を認め

ることをも単なる政治的詭弁と決め付けて、その原則が政治の前では無に等し

くなるとすることは、抽象的に設定した「政治」によって現実世界の法的原則

を安易に踏みにじることに等しい。 

 

３３３３ 国際人道法の強行規範性と核兵器の合法性国際人道法の強行規範性と核兵器の合法性国際人道法の強行規範性と核兵器の合法性国際人道法の強行規範性と核兵器の合法性 

 

ＩＣＪは国際人道法がユス・コーゲンスの一部であるかどうかについての判断

を避けたが、事実上同様の結論に達したという指摘もある。なぜなら勧告的意

見段落 79 において次のように指摘しているからである。32「疑いなく武力紛争

に適用されうる人道法の大多数の諸規則は人間に関してそして 1949年 4月 9日

のコルフ海峡事件判決で当裁判所が述べたように(I.C.J. Reports 1949, p. 22)『人道

の基礎的考慮』に関して非常に根本的であるので、ハーグ及びジュネーブ諸条

約は広範な加入を得ている。さらに国際慣習法の逸脱されてはならない

(intransgressible)諸原則を構成するがゆえに、それらの根本的諸規則は、それら

を規定する諸条約に加入しているかどうかを問わず、全ての国家により遵守さ
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れるべきものである。」33 

国際人道法がユス・コーゲンスであるかどうかという定義上の問題は回避しな

がら、しかしＩＣＪがこのように国際人道法のある種の強行規範性を確認して

いるとすれば、われわれはやはりそれにしたがって勧告的意見全体を解釈しな

ければならないはずである。そのときに jus ad bellumによって jus in belloの違法

性が阻却される可能性はなくなり、あたかも勧告的意見がいびつな国家主権論

によって国際法規範が逸脱されることを容認したかのような議論を防ぐことが

できるだろう。それではこのような国際人道法の強行規範性を確認することに

よって、核兵器使用・威嚇の合法性をどのように整理して理解できるのだろう

か。 

たとえば核兵器の放射能をもって「毒」として、毒ガス議定書を適用すること

によってその使用を違法とする見解は多くの学者の支持を得てきた。その一方

でそのような議論は毒ガス議定書の不当な拡大解釈だという主張もなされてき

た。少なくとも言えることは毒ガス議定書によって核兵器が禁止されるという

ことは、核保有国が国際人道法の遵守を表明したときに想定していたものでは

ないということである。またＩＣＪもこのような解釈をとっていない。 

核兵器の禁止を明言する国際法規はないとのＩＣＪの立場に立てば、適用され

る国際人道法の原則は、「差別原則」と「不必要な苦痛の禁止原則」だというこ

とになる。すでに見たように国際人道法によって、戦闘員と非戦闘員を無差別

的に攻撃することは禁じられる。また不必要な苦痛を与える兵器の使用も禁止

される。そうすると今度は一見したところ核兵器を合法的に使用する余地はな

いかのように見える。しかし核保有国の主張によれば、核兵器技術の発達によ

り差別的に軍事目標主義を貫いて核兵器を使用することは、付随的な非戦闘員

への被害は起こったとしても、可能になったという。非核保有国はもちろんこ

れを否定する。また核保有国は「苦痛の必要性」は、与えられる苦痛と軍事的

効果との比較においてはじめて必要であったかどうかが認定されるとし、核兵

器をもってしか達成されない軍事効果を追求するときにやむをえず発生する苦

痛は、必要なものだと主張する。もちろん非核保有国などはこれを否定する。 

私見では、ＩＣＪはこれらの見解に最終的結論を下す必要はないし、また下す
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べきでもない。核兵器は国際人道法にのっとって使用されうるかもしれないし、

使用されえないかもしれない。あるいは現在不可能であっても、将来可能にな

るかもしれない。少なくともＩＣＪは、多くの人々の常識的判断にそう形で、

核兵器が国際人道法に両立する形で使用されることは極めて困難だとの判断を

示し、その「一般的」違法性を宣言した。しかしそれにもかかわらず核兵器の

合法的使用の可能性は論理的には全て排除しきれないとする見方もあり、実際

のところ具体性を欠いた形で要請された質問に答える限り、ＩＣＪがそのよう

な論理的可能性を究極的には排除しきれないのはやむをえないところであろう。

われわれは「一般的違法性」をこのように解釈し、その「一般的」という表現

が、勧告的意見要請の抽象的性質のために生まれたものだと考えるべきではな

いだろうか。たとえば要請が広島・長崎への原爆投下、あるいはアメリカのイ

ラクに対する湾岸戦争時の特定の場面を想定しての特定種類の核兵器使用とい

う具体的想定に関するものではあれば、34違法性（もしくは合法性）の判断は「一

般的」なものではなく、むしろより明確で具体的なものになったであろう。し

かし「一般的」な形で提起された質問に「一般的」な形で返答することは、全

く不自然なこととは思われない。35 

われわれはこのようにＩＣＪの勧告的意見を解釈するべきではないだろうか。

あくまでも現存の国際法の原則にてらして、その枠組みの中で、与えられた要

請の限界を考慮して、その意味内容を冷静に理解するべきではないだろうか。

いたずらにＩＣＪの文言から新しい原則や、法則のように信奉される法と政治

の関係などを引き出すことは、法解釈機関であり法創造機関ではないＩＣＪの

性格を無視することに等しい。そしてあくまでも核保有国も非核保有国も承認

する国際社会が依拠する枠組みの中で核兵器使用・威嚇の合法性の問題を検討

するならば、われわれはＩＣＪの勧告的意見とともに、国際人道法の強行規範

性を遵守しなければならない。 

その遵守が必ずしも核兵器の絶対的禁止を意味しないことは、あるいは残念な

ことかもしれない。国際人道法と核兵器の両立可能性を、たとえ論理的可能性

だけにせよ、認めることは、無意味な学問的思考の産物だとの批判を受けるも

のかもしれない。しかしわれわれが目的とするべきなのは、人道的原則を維持
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し、その遵守を訴えることである。その当然の帰結として「一般的に」、つまり

現実的に想定しうるほとんどの状況において、核兵器の使用が許されないこと

は強調するべきだろう。ただし核兵器禁止をあたかも人道的原則遵守に先立つ

ものであるかのように振る舞うとすれば、むしろわれわれは最も重要なものを

見失ってしまうことになるのではないだろうか。 

 

４４４４ 結語結語結語結語 

 

政治と法は長い間対立するものとして考えられてきた。国際関係学において現

実主義が隆盛した際、彼らの「政治的現実主義」に対置されたのは、法的アプ

ローチであり、それはユートピア的道徳主義と同視されてしまうようなものだ

った。36しかし法を道徳と同一視し、政治を国家間の権力闘争と同一視するのは、

過度の単純化だといえよう。37国際法は単なる道徳的規範ではないし、国家中心

主義的な性格も強い。また国際政治に非国家的側面があること、道徳・倫理・

価値観も国際政治の重要な要素であることは、言うまでもない。政治と法の不

分離性はどんな国内社会でもあてはまると思われるが、その事情は国際社会で

弱まるどころか、むしろより強くなると思われる。 

国際社会を倫理的なものにする努力を否定する者はほとんどいない。現実主義

でさえ「結果責任」において倫理的であろうとする人々の立場である。ただ国

際的倫理がまっすぐに進んでいかないように見えるのは、倫理的価値観とは一

元的なものではなく、複雑な状況の中で発達していくものだからなのである。

その複雑な倫理性を政治と法という二元法で理解し処理しようとするのは、極

めて安易な態度である。政治が法と無縁に存在しうると考えるのは幻想であり、

政治と切り離された純粋な法的活動などはありえない。しかし法と政治が交錯

するのは、安易に「国家の生存」などと定義づけられた政治の領域が、純粋な

法的領域を侵犯するためなどではない。純粋な法的活動も政治的な意味を持つ
、、、、、、、、、、、、、、、、、

という点において、両者は重なり合うのである。 

ＩＣＪの勧告的意見を「国家理性」信奉や「核廃絶」信奉から批判することだ

けが政治的な活動なのではない。それを倫理的なものとしての国際法体系の中
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で理解することこそが、現実的な政治的意味を持つはずなのである。本稿が国

際人道法の強行規範性をあくまでも法的に問おうとしたことは、そうした認識

に立ってのことである。 
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